
同
年
イ
月
期
日
附
を
以
て
務
府
の
腐
托
金
以
外
別
に

伴
天
挫
の
訴
人
に
金
子
十
校
、
伊
留
誌
の
訴
人
に

荒
枚
、
切
支
丹
の
訴
人
に
三
枚
の
刑
賃
金
を
奥
へ
る

』
」
と
を
紹
め
た
高
札
を
十
且
朔
日
附
で
建
て
る
こ
と

に
し
た
。
十
六
年
七
且
官
九
日
前
回
利
治
務
命
を
受

け
て
露
ね
て
切
支
丹
の
制
禁
を
令

L
、
次
い
で
二
十

年
抗
且
外
航
筑
前
の
大
島
に
至
る
の
紛
が
あ
っ
た
の

で
、
務
府
は
諸
相
耐に
令
し
て
切
支
丹
の
洛
院
す
る
も

の
な
き
ゃ
を
注
意
せ

L
め
、
天
和
元
年
よ
り
は
従
来

隔
年
で
あ
っ
た
宗
門
殴
を
毎
年
施
行
せ

L
め
る
こ
と

に
L
た
が
、
掛川
も
そ
の
方
針
に
従
ひ
、
最
も
類
族
の

取
拙
酬
を
般
に
し
、
元
治
元
年
内
際
休
甫
の
子
孫
た
る

内
勝
三
知
の
病
問
問
十
る
に
及
び
、
初
め
て
そ
の
般
的
世

t
T
児
、
間
後
宗
門
改
軒
町
上
の
中
、
『制
切
支
丹
類
族
の

者
共
、
日
々
之
行
跡
挺
蚊
依
然
御
座
候
航
。
』の
間引を

除
く
に
去
っ
た
。

J
ウ
ラ
カ
ミ
ノ
キ
リ
ス
タ

y

浦

上
の
切
支
丹
。

鳳
至
郡
山
，
上
の
内
の
小
字
。

キ
リ
ダ
カ
切
高

滞

政
時
代
に
、
百
姓
の
所
有

す
る
附
高
を
他
に
政
却
す
る
こ
と
を
い
う
た
。
百
姓

が
掛
川
の
枚
納
米
を
完
納
し
得
ざ
る
謬
合
に
、
切
高
を

な
さ
し
め
て
之
を
慣
は
し
め
る
こ
と
は
、
改
作
法
施

。
一U
大
型
寺
田
附
|
大
型
寺
山
市
で
は
、
元
政
三
年
九
且

上
初
附
村
次
郎
左
衛
門
娘
か
る
が
出
生

L
、
八
年
十

一
月
足
科
大
野
甚
兵
衛
が
死

L
、
十
年
六
且
大
野
久

右
術
門
三
女
の
嫡
男
大
野
間
同
右
衛
門
が
死
し
、
十
一北

年
=
一
月
以
地
浪
人
礎
見
牢
右
衛
門
の
女
希
が
死
し
、

明
和
三
年
八
且
に
大
野
普
助
が
死
し
た
る
記
取
あ
っ

て
、
彼
等
は
皆
切
支
丹
類
族
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
終

の
も
の
は
断
絶
次
郎
左
衛
門
の
孫
市
十
郎
が
寛
政
四

年
十
且
に
死
亡
し
た
に
あ
っ
て
、
そ
の
市
十
郎
に
子

孫
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

J
ウ
ラ
カ
ミ

ノ
キ
リ
ス

タ
Y

柿
上
の
切
支
丹
。

キ
リ
ダ
桐
田

キ

リ

パ

切
場

臥
主
梢
河
内
の
内
の
小
字
。

キ
リ
ハ
ザ
Z

切
祭

凶
軍
部
仁
停
郷
に
闘
す
る

都
孫
。 キ

リ
ド
ホ
シ
テ
ィ

切
温
邸
江
戸
に
あ
る
加
賀

滞
の
抱
康
政
で
、
院
さ
四
千
四
百
八
十
歩
あ
っ
た
。

前
の
地
司
を
漉
控
久
左
衛
門
と
言一
う
た
か
ら
、

一に

久
左
術
門
屋
政
と
も
呼
ん
だ
。
滞
が
問
番
・物市町
・足

腕
等
を
置
い
た
所
で
、
そ
の
位
む
は
延
貨
の
江
戸
制

に
縦
せ
ら
れ
て
ゐ
る。

明
隠
三
年
・
市
尚
治
三
年
・
実

利
二
年
イ
二
且

H
八
日
航
び
に
火
災
に
惟
り
、
天
和

三
年
春
悩
強
邸
と
共
に
之
を
掠
附
に
納
め
た
。
そ

の
後
提
言
宗
知
足
院
が
こ
与
に
在
っ
た
が
、
知
足
院

は
次
い
で
前
回
橋
外
に
拠
じ
て
、
出
世
持
院
と
段
構
し

た。
キ
リ
ト
メ

切
留

羽
咋
加
料
品
沼
庄
に
印
す
る
邸

稿
。

キ
リ

J
Z
ツ
ケ
ア
ヒ
シ
ユ
ウ
桐
の
賀
附
合
集

天
地
人
三
仙
の
中
、
地
巻
は
今
失
せ
て
ゐ
る
。
金
仰

の
制
人

十
丈
問
点
丈
の
附
合
を
鎮
め
た
も
の
で
あ

司令
。

行
以
後
に
も
あ
っ
た
が
、
自
己
の
何
宜
に
よ
り
切
一
品

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
元
政
六

年
か
ら
そ
れ
が
弛
め
ら
れ
て
、
同
村
の
者
に
切
一
一
日
聞
を

な
す
こ
と
を
許
し
、
若
し
く
は
村
内
に
町
民
ひ
得
る
資

力
あ
る
者
の
な
い
場
合
に
は
、
仙
村
の
百
姓
白
掛

作
た
ら
し
め
た
。
凡
そ

m高
は
百
姓
に
所
有
舗
が
あ

る
わ
け
で
な
〈
、
拙
山
中
.
の
領
土
に
耕
作
械
の
み
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
之
キ
一即
日
間
は
と
い
は
ず
し
て
切
打
開
・
取

高
と
い
ひ
、
そ
の
代
償
は
高
最
米
代
銀
と
椛
し
て
、

五
ヶ
村
組
合
の
村
定
の
協
絡
に
よ
り
静
仰
せ
ら
れ
た。

キ
リ
ツ
ケ
ヤ
マ
切
開
山

以
草
郡
狼
椛
の
郎古川

か
ら
商
南
方
に
在
る
山
。
口
さ
三
三
抗
米
。

地
質
第

三
紀
倍
。

キ
リ
マ
イ
切
米

玄
米
脅
以
て
支
給
す
る
足
利
・

小
者
な
ど
の
食
品
仰
で
、
依舶相
会を
以
て
呼
び
‘
そ
の
一

依
は
玄
米
市
斗
で
あ
っ
た
。
切
米
は
正
月
か
ら
八

R

に
宇
一る
分
を
春
設
し
と
い
ひ
、
御
叙
一
用
揚
に
於
い
て

三
且
二
日
か
ら
十
日
ま
で
の
偶
数
日
に
職
高
三
分
の

二
の
切
手
脅
交
附
し
、
叉
九
月
か
ら
十
二
且
ま
で
の

分
キ

4

科
践
し
と
い
ひ
、
十

一
月
二
日
か
ら
十
日
ま
で

の
似
数
日
に
政
町
三
分
の
一
の
切
手
ゃ
い
交
附
し
た
。

春
援
し
も
れ
渡
し
も
、
そ
の
三
分
の
一
は
銭
形
御
縦

米
、
三
分
の
こ
は
石
川
郷
本
音
・
能
援
制
小
松
の
御

厳
米
で
奥
へ
ら
れ
た
。

キ
リ
ヤ
マ
切
山

河
北
都
沢
ケ
庄
に
回
す
る
部

町問。
キ
リ
ヤ
マ
ジ
ヨ
ウ

切
山
域

別

伯

郡
向
山
飢
に

在
っ
た
。
古
城
犯
に
向
山
諮
と
い
ふ
も
の
も
、
こ
れ

と
同
一
で
あ
ら
う
。
但

L
越
殺
到
三
州
芯
放
櫨
考
に

不
服
彦
三
が
日
た
と
朝日
す
の
は
信
じ
難
い
。

キ
リ
ヤ
マ
ジ
ン
ロ
ク
ロ
ウ
桐
山
甚
六
郎

事
保

十
六
年
御
釘
用
者
小
阪
拙
と

L
て
新
知
八
十
石
を
受

け
、
元
文
二
年
小
断
に
跳
ん
で
三
十
石
を
加
へ
、
御

歩
小
郎
副
H

仙
院
御
用
人
臨
す
そ
能
、
宛
延
二
年
組
外

に
列

L
、
出
は
川
町
十
一
年
八
十
七
訟
を
以
て
残
し
た
。

キ
ロ
ウ
キ
プ
ン

嘗
老
記
悶
一

加
。
編
者
不
祥
。

加
賀
滞
士
の
政
穏
や
-
校
録
し
た
も
り
で
あ
る
。

キ
ヲ
ダ
ケ
ジ
ヨ
ウ
木
尾
銀
按
羽
咋
郡
貝
出
領

に
在
る
。
根
路
一
四

O
米
。
肢
安
二
年
五
且
品
H

八
日

足
利
義
舵
判
的
に
、
『
能
州
滋
衆
院
木
地
域
合
戦
郁
。

去
十
六
日
並
地
獄
披
見
吃
。
日
来
館
藤
次
巴
下
前
知

キ
リ
ハ
主
桐
畑

風
一
主
郡
由
町
野
郷
に
関
す
る

部
首
問
。
阿
部
判
官
の
文
容
と
い
ふ
も
の
に
、
珠
洲
郡

の
排
と

L
て
き
り
は
た
の
と
ち
の
木
と
被
せ
た
の
は

此
の
所
で
あ
る
が
、
文
書
そ
の
も
の
は
俗
作
で
あ

る。

四
六

云
々
。
早
廻
F
d
策
渇
務
活
凶
城
、
不
日
可
封
治
績
巾

闘
凶
徒
之
紋
如
件
。
』
叉
貞
利
二
年
五
且
得
江
九
郎

額
民
申
箪
忠
朕
に
、『
越
尚
凶
凶
徒
弁
上
宮
内
櫛
少
糊

俊
濡
奥
同
八
銭
殿
班
新
聞
式
部
櫨
少
輔
氏
只
架
禄

m

E
忠
政
m
日
出
木
出品
十
郎
俊
行
班
、今
年
江
和
一
-
一
且
六
日

令
抱
入
料
品
凶
能
州
、
依
縮
刷
出
笥
衆
院
木
賂
鋭
、
お
針
治

之
大
将
育
児
神
間
部
助
殿
自
起
由
同
御
渡
向
鹿
彼
御
子

云
々
、
同
十
六
日
攻
寄
城
郷
市
回
戦
云
々

、
間
五
且
四

日
攻
落
彼
披
単
。
』
と
あ
る
。
叉
小
室
村
領
に
近
い
か

ら
、
馬
室
械
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
、
地
方
人
は
城
タ
仰

と
抑
制
す
る
。
結
昌
明
白
三
州
志
政
櫨
考
に
、
木
施
級
械

の
位
置
を
不
明
で
あ
る
と
し
、
別
に
貝
問
に
城
線
局

城
一
に
航
空
磁
械
が
あ
っ
て
、
天
正
巾
泊
升
田
川
院
が

留
を
築
い
た
と
記
す
る
が
、
城
線
路
と
木
厄
と
は
阿

よ
り
同
一
逃
の
文
字
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

キ
ン
イ
チ
守
イ

金

一
枚

↓
カ
ヘ
イ

貨
幣
。

ギ
ン
イ
チ
マ
イ

銀

一
枚

i
カ
へ
イ
貨
幣
。

ギ
ン
オ
ツ

闇
謹

l
チ
ョ
ウ
ザ

y
ギ
y
オ
ツ

趨
山
間
組
。

キ
ン
カ
放
可

l
ニ

Y
ヲ
キ
ン
カ
西
尾
欣
可
。

キ
ン
カ

金
貨
天
正
以
降
、
加
到
滞
の
製
造
迎

用
し
た
る
金
貨
幣
に
し
て
、
最
も
隣
町
な
る
も
の
は

左
記
の
十
=
一
節
目
を
開
削
す
る
。
究
文
七
年
務
府
製
造
の

金
銀
貨
幣
を
流
通
す
る
の
命
あ
る
に
及
ん
で
、
是
学

は
凡
ベ
て
止
ん
だ
。

円
一
)
天
正
梅
鉢
大
判
令
一
le
天
正
十
二
年
奥
村
永
嗣
が

末
森
城
を
死
守
し
た
時
、
前
凶
利
家
の
奥
へ
た
賞
品

中
に
、
梅
鉢
を
刻
し
た
賞
金
七
校
と
あ
る
も
の
是
で

あ
る
。
寛
文
中
に
は
銀
四
百
五
十
鈴
匁
と
交
換
せ
ら

れ
て
ゐ
る
。

。
一
〉
附
世
長
務
鉢
大
利
食
1
肌
U

沼
の
利
金
形
で
、
上
方

丸
の
内
に
六
町
の
如
き
梅
花
が
あ
り
、
下
に
m
嵐長

八
・五
且
極
と
こ
行
に
ま
白
し
、
壬
の
下
に

-
雨
・同
一

ー

キ
リ
ーー
キ
ン


